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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が寝た姿勢でその頭部を載せることができ、該使用者の顔面を露出させた状態で
該使用者の頭部を収容する頭部収容部を有する基台と、
　前記基台の少なくとも前記頭部収容部の両側から上方へ延びる支持部材と、
　前記支持部材に対して取り付けられ、画像表示装置を着脱可能な態様で固定可能な固定
具と、
　を備える画像表示装置支持具であって、
　前記使用者の顔面が露出する方向とは反対側にある前記基台の底面が、該使用者の頭部
を前記頭部収容部に収容した状態で左右のみに動かすことができる曲面状となっている画
像表示装置支持具。
【請求項２】
　前記支持部材は、伸縮機構を有する請求項１に記載の画像表示装置支持具。
【請求項３】
　前記頭部収容部の内周面上にクッションとスピーカーを更に備える請求項１または請求
項２に記載の画像表示装置支持具。
【請求項４】
　前記固定具は、前記画像表示装置を把持して固定し得る第１固定具と第２固定具からな
り、
　該第１固定具と該第２固定具は、前記支持部材に対して相対移動可能に取り付けられ、
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互いの間隔を調整可能である請求項１～３のいずれかに記載の画像表示装置支持具。
【請求項５】
　前記基台の底面と隣り合う該基台の両側面は平坦面状である請求項１～４のいずれかに
に記載の画像表示装置支持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置支持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ノートパソコン、タブレット型パソコン、携帯端末、薄型テレビモニターなど種
々の画像表示装置（すなわち、画像表示機能を有する装置）が普及し、それらを様々な場
面で使用する機会が増えてきている。画像表示装置の操作を行う際、腰痛や肩こり、首の
疲れのため、横になった状態で作業をしたい場合がある。特に、寝たきりの状態や、腰痛
や肩こりのため座位姿勢の維持が困難な場合には、横になった状態での操作が必要である
。しかしながら、横になった状態での作業は画像表示装置を支えるために手が疲労し、操
作も困難であり、時には仰臥姿勢から横向きになる必要も生じる。
【０００３】
　特許文献１には、パソコン、携帯端末及びテレビ等の画像表示装置を様々な姿勢で利用
する際、手で支える必要を無くした画像表示装置支持具が提案されている。しかしながら
、特許文献１の画像表示装置支持具は背もたれ用のクッションを有するため、仰臥状態で
の使用時に上体に傾斜がついてしまい完全に仰向けとなることができず、腰への負担が掛
かるおそれがある。また、支持具の形状が左右非対称であるため、仰向けに寝た状態から
横向きに倒して用いる場合には支持具を一方向にしか倒すことができない。また、そのよ
うに支持具を横向きに倒す場合、一度使用を中止して支持具を手で倒して、再度横向きに
寝る必要があり面倒である。また、支持具を倒す際に画像表示装置に衝撃が加わり、それ
により支持位置がずれたり故障が生じたりするおそれがある。また、仰臥状態での使用状
態と横向きに寝た使用状態では支持具に対する頭部の位置が異なるため、画像表示装置の
位置を調整し直す必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１７９０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明は、ノートパソコン、タブレット型パソコン、携帯端末、薄型テレビモニ
ターなどの画像表示装置の表示を見る際に仰向きや横向きの姿勢で画像表示装置を手で支
えることなく見ることができるようにする画像表示装置支持具であって、利便性の高い画
像表示装置支持具を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの態様の画像表示装置支持具は、少なくとも一部が曲面状である底面と、
上部に頭部収容部とを有する基台と、基台の上部から上方へ延びる支持部材であって、少
なくとも頭部収容部の両側から上方へ延びる支持部材と、支持部材に対して取り付けられ
、画像表示装置を固定可能な固定具と、を備える画像表示装置支持具である。
【発明の効果】
【０００７】
　上記態様の画像表示装置支持具によれば、頭部のみを支持具に対して収容する構成であ
るため、完全な仰向けでの操作が可能であり、基台が曲面状の底面部分を有することによ
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り、支持具を使用した状態のまま支持具を左右に容易に傾けることができ、画像表示装置
と頭部との位置関係が変わらないことから、使用する姿勢に応じて画像表示装置の位置を
調整し直す必要がなく、利便性が高い。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る画像表示装置支持具を仰臥状態で使用する態様の例
を示す模式的斜視図である。
【図２】第１実施形態の画像表示装置支持具の仰臥状態使用時における縦断面図である。
【図３】第１実施形態の画像表示装置支持具を頭頂部方向から見た図である。
【図４】第１実施形態の画像表示装置を横向き状態で使用する態様の例を示す模式的斜視
図である。
【図５】第１実施形態の画像表示装置支持具の取付け金具の断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る画像表示装置支持具を仰臥状態で使用する態様の例
を示す模式的斜視図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る画像表示装置支持具を仰臥状態で使用する態様の例
を示す模式的斜視図である。
【図８】本発明の第４実施形態に係る画像表示装置支持具を仰臥状態で使用する態様の例
を示す模式的斜視図である。
【図９】参考形態に係る画像表示装置支持具を示す模式的斜視図である。
【図１０】参考形態の画像表示装置支持具を仰臥状態で使用する態様の例を示す模式的斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　最初に図１～５を参照して本発明の第１実施形態に係る画像表示装置支持具１００につ
いて説明する。画像表示装置支持具１００の使用により、図１の様に、基台１に頭部を装
着して仰向けになったり、図４の様に横向きになったりすることができ、両手を下した状
態でキーボードやマウスなどを操作できる。図２は頭部を包んでいるクッション６の配置
を表しており、図３は頭を左右に振った時の様子である。図５の取付け金具３によって固
定具４の位置を調整して表示装置８を支持する。
【００１０】
　以下、より詳細に説明する。本実施形態の画像表示装置支持具１００は主として、基台
１、支持部材２、取付け金具３、固定具４からなる。基台１は仰臥状態使用時における底
面の少なくとも一部が曲面状となっている。本実施形態の基台１は底面の全体が曲面状と
なっており、両側面（すなわち、図１における使用者７の頭部の左右に位置する両側面）
が平坦面状となっている。基台１の上部には頭部収容部１２が凹設されており、図１、２
に示すように使用者７の頭部を収容可能となっている。頭部収容部１２の内周面上にはク
ッション６を設置してもよい。
【００１１】
　本実施形態の支持部材２は２本の棒部材２１を有し、各棒部材２１は基台１の上部に対
して取り付けられる２つの縦方向部分と、該縦方向部分の上端部間を結ぶ横方向部分とか
らなる。これにより、各棒部材２１は全体としてコ字状となっている。支持部材２は、２
本の棒部材２１の角部同士を繋ぎ合わせる２本の連結部材２２を更に有する。各棒部材２
１の２つの縦方向部分は基台１の上部から上方へ延びるように、かつ、頭部収容部１２の
両側から上方へ延びるように設置される。２本の棒部材２１の横方向部分は互いに平行に
なるように配置される。
【００１２】
　２本の支持部材２の横方向部分を跨ぐように一対の固定具４が取付け金具３により取り
付けられている。取付け金具３は図５に示すように、ねじ９（雄ねじ）と、雌ねじ穴を有
する板状ばね部材１０とからなる。板状ばね部材１０の両端部１１は固定具４に対して溶
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接、接着、ねじ止めなどにより固着されている。図５に示すように支持部材２を固定具４
と板状ばね部材１０の間に通してねじ９により締め付けることで、固定具４を支持部材２
に対して位置決めすることができる。
【００１３】
　一対の固定具４は互いに向かい合う側に凹部を有する形状となっている。そして該凹部
にはウレタンやゴムなどの弾性体５が設置されている。画像表示装置８を画像表示装置支
持具１００に対して取り付ける際には、取付け金具３のねじ９を緩め、一対の固定具４の
凹部間に画像表示装置８を収容する。そして、両固定具４により画像表示装置８を両側か
らやや押さえつけるようにしながら、取付け金具３のねじを締めつけて固定具４を支持部
材２に対して固定する。こうすることにより、一対の弾性体５が画像表示装置８を両側か
ら弾性的に押さえつけることができるため、画像表示装置８を安定的に支持することがで
きる。例えば図４に示すように、使用者７が横向きになったとしても、画像表示装置８が
ずれたり外れたりすることを防止できる。
【００１４】
　図３は画像表示装置支持具１００の一使用例を示す概略図であり、基台１と使用者７の
みを頭頂部側から示している。上述したように、本実施形態の基台１は底面が曲面状に形
成されているため、使用者７が頭部を頭部収容部１２に収容し仰臥した状態のままで、基
台１を左右に容易に傾けることができる。そして図４に示すように、完全に左右のどちら
の方向にでも画像表示装置支持具１００を倒すことができ、これにより横向きの姿勢とな
ることができる。上述したように本実施形態の基台１の両側面（すなわち、画像表示装置
支持具１００の使用時に使用者７の頭部の左右に位置する両側面）は平坦面状となってい
るため、使用者７が完全に横向きの姿勢となったときに基台１を安定的に停止させる効果
を奏する。
【００１５】
　以上説明したように、本実施形態の画像表示装置支持具１００によれば、画像表示装置
８を固定具４により固定し、頭部を基台１の頭部収容部１２に収容することで、使用者７
は画像表示装置８を手で支えることなくその表示を見ることができる。そのため手の疲労
がなく、空いた手でキーボードやマウス等の入力装置を操作することも可能である。また
、頭部のみを支える構造であるため、完全な仰臥姿勢を取ることができ、腰に対する負担
が少ない。また、取付け金具３の操作により固定具４の位置を調節することができるため
、様々な大きさの画像表示装置８に対応することができる。更に、基台１の底面が曲面状
部分を有するため、使用者７は頭部を基台１の頭部収容部１２に対して収容したまま基台
１を傾けて横向きになったり、その逆の動きを行ったりすることが容易となる。
　なお、別の実施形態で説明するように、支持部材２の縦方向部分に伸縮機構を備えるこ
とで、使用者７の頭部（特に顔面）と画像表示装置８との距離を調節できるようにしても
よい。
【００１６】
（第２実施形態）
　次に、図６を参照して本発明の第２実施形態に係る表示装置支持具１００について説明
する。図６に示すように、本実施形態の表示装置支持具１００の基台１の底面は全体が曲
面状となっており、そのまま平坦部分を介さずに上面部分と連続している。また、支持部
材２は第１実施形態のような棒状のものに代えて、複数の平板状部材により構成されてい
る。反頭頂部側の支持部材２の縦方向部分の各々には２つの追加支持部材２３が取り付け
られ、各縦方向部分と２つの追加支持部材２３とは三角形を成すように互いに取り付けら
れている。上側の一対の追加支持部材２３には、追加固定具２４が、左右で対を成すよう
に取り付けられている。本実施形態の表示装置支持具１００はノートパソコンやＤＶＤ再
生表示装置のようにディスプレイ部分とキーボード部分（または操作部分）とが蝶番によ
り連結された形の画像表示装置８を支持するのに適している。すなわち、一対の固定具４
によりディスプレイ部分を支持し、一対の追加固定具２４によりキーボード部分（または
操作部分）を支持することができる。
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【００１７】
（第３実施形態）
　次に、図７を参照して本発明の第３実施形態に係る画像表示装置支持具１００について
説明する。図７に示すように、本実施形態の支持部材２は、基台１の上部側から上方に延
びる１つのコ字状の形態を有する。支持部材２の２つの縦方向部分は、頭部収容部１２の
両側から上方へ延びる。図示するように、支持部材２は、ねじにより固定可能な伸縮機構
を有し、上下方向に伸縮可能である。これにより画像表示装置８と使用者７の顔面との距
離を調節することができる。また、点線で示すように、支持部材２は基台１の内部でつな
がっている。これにより、十分な支持強度を提供することができる。
【００１８】
（第４実施形態）
　次に、図８を参照して本発明の第４実施形態に係る画像表示装置支持具１００について
説明する。図８に示すように、本実施形態の支持部材２は、第１実施形態の支持部材２の
２本のコ字状の棒部材２１の縦方向部分が傾斜することで横方向部分が一体となり、連結
部材２２が無い形状となっている。そして単一の横方向部分に対して、一対の固定具４が
それぞれ取付け金具３によって取り付けられている。このように、支持部材２の形状や構
成は、所望の支持機能を発揮でき得る限りどのようなものでもよい。以上の実施形態に示
したように直線状または平板状のものに限らず、曲線状や曲面状のものとしてもよい。な
お、本実施形態の基台１の底面は、最下部付近が平坦面状となっている。これにより、仰
臥状態使用時の基台１の安定性を向上させている。
【００１９】
（参考形態）
　次に、参考形態に係る画像表示装置支持具１００’について、図９、１０を参照して説
明する。本参考形態の画像表示装置支持具１００’は、上記したいずれかの画像表示装置
支持具１００の全体、特に基台１の上部を覆うカバー部材３０を更に備える。カバー部材
３０により、使用者７の頭部と画像表示装置８を出し入れする部分を除く領域を覆う天蓋
を形成する。また、本参考形態の画像表示装置支持具１００’は、頭部収容部１２に使用
者７が頭部を収容した際にその両耳と近接する箇所に、一対のスピーカー４０を備える。
【００２０】
　図１０は本参考形態の画像表示装置支持具１００’を使用する態様の一例を表したもの
である。この図のように、使用者７は画像表示装置支持具１００’により支持された画像
表示装置８を見ながら、左右のキーボード２００、マウス３００を操作することができる
。左右のキーボード２００およびマウス３００は、画像表示装置８と無線通信を行うもの
としてもよい。その場合には、使用者７が仰臥した状態から画像表示装置支持具１００’
を傾けて横向きになった場合でも、マウス３００やキーボード２００のコードが邪魔にな
るということがなく、好適である。
【００２１】
　本参考形態の画像表示装置支持具１００’によれば、カバー部材３０によって外界の景
色や外界からの光を相当程度遮断することができ、画像表示装置８の表示する映像に対す
る高い没入感や臨場感、リラックス効果を得ることができる。また、横になった姿勢での
使用および耳に近接するスピーカー４０からの音声による効果も相まって、没入感、臨場
感、リラックス効果がより高められる。
【００２２】
　この発明は、上述した各実施形態に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲の記
載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる。
また、上述した各実施形態における各要素を互いに組み合わせて実施してもよく、そのよ
うな実施形態も本発明に含まれる。例えば、基台１の形状として、底面の最下部を図８に
示すように平坦面状とし、かつ、左右両側面を図１に示すように平坦面状とし、それらの
平坦面状部分の間を曲面状部分とする形状としてもよい。基台１をそのような形状とする
ことで、仰臥姿勢における安定性および左右への横向きになった姿勢における安定性を確
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。
【符号の説明】
【００２３】
１　基台
２　支持部材
３　取付け金具
４　固定具
５　弾性体
６　クッション
７　使用者
８　画像表示装置
９　雄ねじ（ねじ）
１０　板状ばね部材
１１　端部
１２　頭部収容部
２１　棒部材
２２　連結部材
２３　追加支持部材
２４　追加固定具
３０　カバー部材
４０　スピーカー
１００、１００’　画像表示装置支持具
２００　キーボード
３００　マウス
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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